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○福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則 

 

平成19年５月24日 
規則第110号 

改正 平成23年３月31日規則第49号 
平成28年11月17日規則第163号 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は，福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例（平成19年
福岡市条例第21号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 
（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は，条例の例による。 
（公共的団体） 

第３条 条例第４条第２項第２号の規則で定める公共的団体は，次に掲げる者とする。 
(1) 日本下水道事業団 
(2) 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法

人 
(3) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に基づき設立された地方住宅供給公

社 
(4) 地方道路公社法（昭和45年法律第82号）に基づき設立された地方道路公社 
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に基づき設立された土地

開発公社 
(6) ガス事業法（昭和29年法律第51号）第３条の規定に基づく許可を受けた者 
(7) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づく許可を受けた者 
(8) 前各号に掲げる者のほか，国又は地方公共団体が資本金，基本財産その他これに準

じる出資金等（次項において「資本金等」という。）の２分の１以上を出資している

法人で，市長が認定した者 
２ 前項第８号の規定による認定を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した公共的

団体認定申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 
(1) 名称，事務所の所在地及びその代表者の氏名 
(2) 資本金等の総額 
(3) 国又は地方公共団体による資本金等の額 

３ 公共的団体認定申請書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 
(1) 定款又は寄付行為 
(2) 法人の登記事項証明書 
(3) 事業報告書，損益計算書及び貸借対照表 
（許可を要しない土砂埋立て等） 

第４条 条例第４条第２項第５号の規則で定める許可を受けることを要しない土砂埋立て

等は，次に掲げるものとする。 
(1) 別表第１に掲げる法令（条例を含む。）の規定により求められる許可，認可その他

これに相当する行為を受けて行うもの 
(2) 土砂埋立て等の高さが１メートルに満たないもの 
（埋立許可の申請等） 

第５条 条例第５条の規定による申請は，埋立許可申請書（様式第２号）によらなければな

らない。 
２ 条例第５条第９号の規則で定める事項は，次に掲げるものとする。 

(1) 土砂埋立て等の目的 



2/11 

(2) 土砂埋立て等の方法 
(3) 土砂の搬入元 
(4) 搬入する土砂の地質 
(5) 土砂埋立て等の設計者 
(6) 土砂埋立て等の着手前に設置する排水施設その他土砂災害の発生を防止するために

行う措置の内容及びその事前工事の開始日 
(7) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，条例第５条の規定による申請について許可をしたときは，申請者に対し，次に

掲げる事項を記載した埋立許可書（様式第３号）を交付するものとする。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者の氏

名 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 着手年月日及び完了年月日 
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(5) 土砂埋立て等を行う面積 
(6) 埋立許可に付した条件 

４ 市長は，条例第５条の規定による申請について許可をしなかったときは，申請者に対し，

次に掲げる事項を記載した埋立不許可通知書（様式第４号）を交付するものとする。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者の氏

名 
(2) 許可申請があった土砂埋立て等の着手年月日及び完了年月日 
(3) 許可申請があった土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(4) 許可申請があった土砂埋立て等を行う面積 
(5) 許可しない理由 
（許可申請書の添付図書） 

第６条 条例第５条の規則で定める図書は，次に掲げるものとする。 
(1) 別表第２に掲げる書面 
(2) 別表第３に掲げる図面 
(3) その他市長が必要と認める図書 
（許可の基準） 

第７条 条例第６条第１号キの規則で定める要件は，次の各号のいずれかに該当することと

する。 
(1) 条例又は条例に基づく処分に違反して刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行

を受けることがなくなった日から５年を経過しないこと。 
(2) 条例又は条例に基づく処分に違反したことにより有罪とする判決の宣告を受け，そ

の判決が確定した日から５年を経過しないこと。 
２ 条例第６条第３号の規則で定める必要な措置は，別表第４のとおりとする。 
３ 条例第６条第４号の規則で定める基準は，別表第５のとおりとする。 

（平成23規則49・一部改正） 
（変更許可等） 

第８条 条例第８条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は，次に掲げるもの

とする。 
(1) 許可事業主の氏名又は名称の変更 
(2) 許可事業主の住所又は事務所の所在地の変更 
(3) 許可事業主が法人である場合にあっては，その代表者又は役員（業務を執行する社

員，取締役，執行役又はこれらに準じる者をいう。）の氏名の変更 
(4) 着手年月日又は完了年月日の変更 
(5) 施工者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代



3/11 

表者の氏名の変更 
(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が軽微な変更と認めるもの 

２ 条例第８条第２項の規定による申請は，変更許可申請書（様式第５号）によらなければ

ならない。 
３ 条例第８条第２項に規定する規則で定める図書は，第６条各号に規定する図書のうち，

変更許可を受けようとする部分に係る変更後の図書とする。 
４ 条例第８条第２項第３号に規定する規則で定める事項は，次に掲げるものとする。 

(1) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(2) 土砂埋立て等区域の土地の位置 
(3) 変更予定年月日 

５ 市長は，条例第８条第２項の規定による申請について許可をしたときは，申請者に対し，

次の事項を記載した変更許可書（様式第６号）を交付するものとする。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 変更する事項 
(4) 変更許可に付した条件 

６ 市長は，条例第８条第２項の規定による申請について許可をしなかったときは，申請者

に対し，次の事項を記載した変更不許可通知書（様式第７号）を交付するものとする。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 許可しない理由 

７ 条例第８条第３項の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等変更届

（様式第８号）によらなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者の氏

名 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 土砂埋立て等区域の土地の位置 
(4) 変更（予定）年月日 
(5) 変更の理由 
(6) 変更内容 

（平成23規則49・一部改正） 
（地位の承継） 

第９条 条例第９条第１項の規定による地位の承継の承認の申請は，次に掲げる事項を記載

した土砂埋立て等承継承認申請書（様式第９号）によらなければならない。 
(1) 申請者の名称，事務所の所在地及び代表者の氏名 
(2) 許可事業主の名称，事業所の所在地及び代表者の氏名 
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(5) 土砂埋立て等を行う面積 
(6) 承継の理由 
(7) 承継を要する事実の発生年月日 

２ 埋立許可承継承認申請書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 
(1) 許可事業主から，当該土砂埋立て等に係る事業を承継したことを証する書面 
(2) 合併後又は分割後の法人の登記事項証明書 
(3) その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は，条例第９条第１項の規定による地位の承継について承認をしたときは，申請者

に対し，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継承認書（様式第10号）を交付する

ものとする。 
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(1) 申請者の名称，事務所の所在地及び代表者の氏名 
(2) 埋立許可を受けた事業主の名称，事務所の所在地及び代表者の氏名 
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(5) 土砂埋立て等を行う面積 

４ 市長は，条例第９条第１項の規定による地位の承継について承認をしなかったときは，

申請者に対し，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継不承認通知書（様式第11号）

を交付するものとする。 
(1) 申請者の名称，事務所の所在地及び代表者の氏名 
(2) 埋立許可を受けた事業主の名称，事務所の所在地及び代表者の氏名 
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(5) 土砂埋立て等を行う面積 
(6) 承認しない理由 

５ 条例第９条第３項の規定による届出は，当該土砂埋立て等の事業を相続したことを証す

る書面を添えて，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等承継届（様式第12号）によら

なければならない。 
(1) 相続人の氏名及び住所 
(2) 許可事業主の氏名及び住所 
(3) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(5) 土砂埋立て等を行う面積 
(6) 承継の理由 
(7) 相続開始年月日 
（標識の設置） 

第10条 条例第11条第１項に規定する規則で定める標識は，次に掲げる事項を記載した土

砂埋立て等の許可に関する標識（様式第13号）によらなければならない。 
(1) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(2) 事前工事（搬入路の整備，排水施設その他土砂災害の発生を防止するための措置，

又はその他土砂埋立て等のために着手に先立ち土砂埋立て等区域で行う行為をいう。）

の開始年月日 
(3) 着手年月日及び完了年月日 
(4) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(5) 土砂埋立て等を行う面積 
(6) 許可事業主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，そ

の代表者の氏名 
(7) 施工者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代

表者の氏名 
(8) 現場責任者の氏名 
(9) 土砂埋立て等区域及び周辺の状況を示す見取図 
(10) その他市長が必要と認める事項 
（着手届） 

第11条 条例第12条の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等着手届

（様式第14号）によらなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者の氏

名 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 土砂埋立て等区域の土地の位置 
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(4) 土砂埋立て等の着手年月日 
(5) 土砂埋立て等の着手前に設置した排水施設その他土砂災害の発生を防止するために

行った措置の内容 
（定期的な報告） 

第12条 条例第13条の規定による報告は，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等状況報

告書（様式第15号）によらなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者の氏

名 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 着手年月日及び完了年月日 
(4) 報告に係る期間 
(5) 土砂埋立て等区域の土地の位置及び面積 
(6) 土砂埋立て等を行う面積 
(7) 許可を受けた土砂埋立て等の土砂の量 
(8) 報告期間の前日までにたい積した土砂の量 
(9) 報告期間中にたい積した土砂の量 
(10) 報告期間の前日における土砂埋立て等の高さ 
(11) その他参考となる事項 

２ 土砂埋立て等状況報告書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。 
(1) 報告期間の末日前１週間以内に撮影した土砂埋立て等区域の写真 
(2) その他市長が必要と認める図書 
（完了届等） 

第13条 条例第14条の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等完了（廃

止）届（様式第16号）によらなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては，その代表者の氏

名 
(2) 埋立許可の年月日及び許可番号 
(3) 土砂埋立て等区域の土地の位置 
(4) 土砂埋立て等の完了（廃止）年月日 
(5) 廃止の場合は，その理由 

２ 土砂埋立て等完了（廃止）届には，次に掲げる土砂埋立て等の完了時又は廃止時の図書

を添付しなければならない。 
(1) 土砂の量を計算した書類 
(2) 確定測量図 
(3) 平面図及び断面図（縦断図及び横断図） 
(4) 土砂埋立て等区域の写真 
(5) その他市長が必要と認める図書 
（証明書） 

第14条 条例第16条第２項の証明書は，様式第17号とする。 
附 則 

この規則は，平成19年10月１日から施行する。 
附 則（平成23年３月31日規則第49号） 

（施行期日） 
１ この規則は，平成23年４月１日から施行する。ただし，別記様式第１号の改正規定中

「第４条」を「第３条」に改める部分は，公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正前の福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行

規則別記様式第１号，様式第２号，様式第５号及び様式第８号の規定により作成された
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様式は，当分の間，なお所要の調整をして使用することができる。 
附 則（平成28年11月17日規則第163号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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別表第１ 
１ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定に基づく免許 
２ 土地改良法（昭和24年法律第195号）第８条第１項の規定に基づく決定 
３ 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第39条第１項本文の規定に基づく許可 
４ 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の規定に基づく認可 
５ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第４条第１項又は第14条第１項若しくは第３

項の規定に基づく認可 
６ 都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条第２項又は第６条第１項の規定に基づく許

可（同法第33条第４項において準用する場合を含む。） 
７ 海岸法（昭和31年法律第101号）第８条第１項若しくは第37条の５の規定に基づく許可

又は同法第13条第１項の規定に基づく承認 
８ 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第８条第１項の規定に基づく許可 
９ 河川法（昭和39年法律第167号）第24条，第26条第１項，第27条第１項，第55条第１

項，第57条第１項，第58条の４第１項若しくは第58条の６第１項の規定に基づく許可又

は同法第20条の規定に基づく承認 
10 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の規定に基づく認可 
11 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項若しくは第２項又は第52条の２第

１項の規定に基づく許可 
12 都市再開発法（昭和44年法律第38号）第７条の９第１項若しくは第11条第１項若しく

は第３項の規定に基づく認可又は同法第129条の２第１項の規定に基づく認定 
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第７条第１項

本文の規定に基づく許可 
14 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第15条の２第１項本文の規

定に基づく許可 
15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条第１項又は第15

条第１項の規定に基づく許可（最終処分場に係る許可（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律（平成３年法律第95号）

附則第４条第１項又は第５条第１項の規定により許可を受けたものとみなされる場合を

含む。）に限る。） 
16 都市緑地法（昭和48年法律第72号）第14条第１項本文の規定に基づく認可 
17 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第８条第１項又は第12条第１項の規定に基づく認

可 
18 福岡県砂防指定地等管理条例（平成15年福岡県条例第20号）第３条本文の規定に基づ

く許可 
19 福岡市博多港港湾施設管理条例（昭和39年福岡市条例第78号）第３条第１項の規定に

基づく許可 
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別表第２ 
１ 土砂埋立て等区域の土地について，事業主以外に所有権及び土砂埋立て等の妨げとなる

権利を有する者がある場合は，その者からの同意を得ていることを証する書面 
２ 土砂埋立て等区域の土地の登記事項証明書 
３ 土砂埋立て等の最大たい積時及び完了時に用いる土砂の量を計算した書面 
４ 切土がある場合は，その土砂の量を計算した書面 
５ 土砂埋立て等の高さが15メートル以上になる土砂埋立て等にあっては，その安定計算

書 
６ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合は，応用計算及び断

面算定をした構造計算書並びに算定の根拠を記載した書面 
７ 排水施設の流出量算定及び断面算定を記載した計算書並びに算定の根拠を記載した書

面 
８ 調整池を設置する場合は，調整池の容量及び放流量を算定した書面並びに算定の根拠を

記載した書面 
９ 沈砂池を設置する場合は，沈砂池の容量を算定した書面 
10 土砂埋立て等の施工の工程を明らかにした書面 
11 土砂埋立て等区域及び土砂埋立て等を行う土地の求積表 
12 許可を受ける者が法人である場合は，当該法人の登記事項証明書 
13 土砂埋立て等に要する資金の額及びその調達方法に関する書面 
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別表第３ 
１ 土砂埋立て等区域の位置図及び周辺の見取図 
２ 土砂埋立て等区域及び土砂埋立て等を行う土地の測量図（現況平面図） 
３ 土砂埋立て等区域及び土砂埋立て等を行う土地の求積図（面積計算図） 
４ 土砂埋立て等の最大たい積時及び完了時の平面図 
５ 土砂埋立て等の最大たい積時及び完了時の断面図（縦断図及び横断図） 
６ 土砂埋立て等の高さを示す図面 
７ 排水施設の平面図（排水系統図及び排水区割図） 
８ 擁壁の構造図 
９ 排水施設の断面図 
10 土砂の崩壊又は流出を防止する施設及び災害を防止する施設の構造図 
11 土砂埋立て等区域の土地の字図 
12 土砂埋立て等区域の土地の流域現況図 



10/11 

別表第４ 
区分 基準 

土地の

形状 
切土 法面の勾配は，地質，土質，高さ，気象及び近傍にあ

る法面の状態等を勘案して，現地に適合した安全なもので

あること。 
盛土等 1 法面の勾配は，盛土等の材料，高さ，地形，気象及び

近傍にある法面の状態等を勘案して，現地に適合した

安全なものであること。 
2 高さが1.5メートルを超える場合は，勾配が30度以下

であること。 
3 高さが15メートル以上の場合は，盛土等の安定計算が

されていること。 
土砂の

崩壊・

流出等

を防止

するた

めの施

設 

擁壁 1 切土又は盛土等を行った後の法面の勾配が，上記の基

準によることが困難であるか若しくは適当でない場合

又は周辺の土地利用の実態から見て必要がある場合

は，擁壁の設置その他の法面崩壊の防止の措置が適切

に講じられていること。 
2 擁壁の構造は，土圧等に対し，安定していること。 

法面保護 切土又は盛土等の法面は，法面保護の措置が適切に講

じられていること。 
土砂流出防止施設 土砂埋立て等に伴い，土砂が流出し，下流地域に災害

が発生するおそれがある場合は，土砂埋立て等に先行し

て，十分な容量及び構造を持つ沈砂池等が設置される等土

砂流出防止の措置が講じられていること。 
排水施設 雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれ

がある場合は，十分な能力及び構造を有する排水施設が設

けられていること。 
調整池 土砂埋立て等に伴い，増加する最大流量を安全に流下

させることができないことにより水害が発生するおそれ

がある場合は，調整池の設置又はその他の措置が適切に講

じられていること。 
備考 上記の措置に用いる計算方法，数値その他必要な事項は，市長が別に定める。 
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別表第５ 
１ 土砂埋立て等区域の地盤には，土砂埋立て等区域以外の区域の地盤の沈下又は隆起が生

じないように，土の置き換え，水抜きその他の措置が講じられていること。 
２ 傾斜地において土砂埋立て等を行う場合は，地盤と埋立土砂の接する面が滑らないよう

に，段切りその他の措置が講じられていること。 
３ 土砂埋立て等の施工前において，草木，切株，その他の土砂埋立て等に有害な物があら

かじめ除去されていること。 
４ 土砂埋立て等の施工中において，土砂の崩壊，流出等を防止するため，必要に応じて柵

工，仮沈砂池及び仮設水路等が設置されていること。 
５ 土砂埋立て等の工程が，土砂埋立て等区域以外への土砂崩壊，流出その他の災害が発生

しないような計画となっていること。 
６ 土砂埋立て等の施工中又は施工後において，地盤の緩み又は崩壊が生じないように，締

め固めその他の措置が講じられていること。 
７ 法面保護は，法面が完成した部分から順次施工されること。 
８ 土砂埋立て等の施工中において，土砂埋立て等区域を表示する杭又は丁張が設置されて

いること。 
備考 上記の基準に用いる計算方法，数値その他必要な事項は，市長が別に定める。 



様式第1号 

公 共 的 団 体 認 定 申 請 書                

 

年  月  日   

 

   （宛先）福岡市長 

申請者                

事務所の所在地           

名 称               

代表者の氏名        印   

 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則第３条第１項第８号

の規定による認定を受けたく，同条第２項の規定により申請します。 

 

 １ 資本金，基本財産その他これらに準じる出資金等の総額 

                      円（      年  月  日現在） 

 

 ２ 上記の資本金等の総額のうち，国又は地方公共団体による出資金等の額 

国又は地方公共団体名 出資金等の額 割 合 

 円 ％ 

 円 ％ 

 円 ％ 

 円 ％ 

 円 ％ 

 円 ％ 

合 計 円 100 ％ 

 備考 次の図書を添付してください。 

    １ 定款又は寄付行為 

    ２ 法人の登記事項証明書 

    ３ 事業報告書，損益計算書及び貸借対照表 



様式第2号 
（表） 

埋 立 許 可 申 請 書                
年  月  日   

   （宛先）福岡市長 
申請者               
住 所             

（フリガナ）            
氏 名         印   
生年月日             

福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第４条第１項の規定により，
関係図書を添えて土砂埋立て等の許可を申請します。 
なお，施工者は，同条例第６条各号に掲げる基準に適合していることを誓約します。 

着手から完了
までの期間 

着手年月日          年   月   日 
完了年月日          年   月   日 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 
(うち土砂埋立て等を行う面積) 

m2  
（         m2） 

土砂埋立て等を行おうとする土
砂の量 

m3 

土砂埋立て等を行おうとする高
さ 

ｍ  

土砂埋立て等の最大たい積時及
び完了時における土地の形状 

 

排水施設その他土砂災害の発生
を防止するための措置 

 

施工者 

住所 
氏名 
現場責任者 
電話番号 

 

土砂埋立て等の目的  

土砂埋立て等の方法  

土砂の搬入元  

搬入する土砂の地質  

土砂埋立て

等の設計者 

住所 
氏名 
電話番号 

 

土砂埋立て等の着手前に設置す
る排水施設その他土砂災害の発
生を防止するために行う措置の
内容 

 

同上の事前工事の開始日          年   月   日 

備考 １ 申請者は，「住所」，「氏名」，「フリガナ」及び「生年月日」を記載してくだ
さい。 

２ 申請者，施工者及び設計者が法人の場合は，その名称，事務所の所在地及び
代表者の氏名を記載してください。また，申請者が法人の場合は，役員名簿の
記載をしてください。 

３ 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則第６条に規
定する図書（同規則別表第２に掲げる書面及び別表第３に掲げる図面並びにそ
の他市長が必要と認める図書）を添付してください。 

４ 収集した個人情報については，当該事務に関して警察本部への照会確認にの
み使用し，その他の目的には一切使用しません。 



 

（裏） 

役 員 名 簿                

 （法人名          ）  該当する性別・年号を○で囲んでください。   

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
性別 住 所 生年月日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

 ※ 役員全員を記載すること。 



様式第3号 

埋 立 許 可 書                
 

年  月  日   
 

   住 所 

   氏 名 

福岡市長            
 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第４条第１項の規定に基づき，

    年  月  日付けで申請のあった土砂埋立て等については，次のとおり許可

します。 
 

記 
 

 １ 許可する土砂埋立て等 

許可年月日            年   月   日 

許可番号            年度 第    号 

着手年月日            年   月   日 

完了年月日            年   月   日 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 
（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  
（         m2） 

 ２ 許可に付した条件（共通事項） 

  (１) 申請内容（許可に付した条件がある場合は，その条件）及び福岡市土砂埋立て等

による災害発生の防止に関する条例その他関係法令の規定を遵守してください。 

  (２) 排水施設その他土砂災害の発生を防止するための措置が必要な場合は，土砂埋立

て等に先行して行ってください。 

  (３) 土砂埋立て等の前に工事を行う場合は，事前に，福岡市土砂埋立て等による災害

発生の防止に関する条例施行規則第10条に規定する標識を設置してください。 

  (４) 土砂災害が発生し，又は発生するおそれがある場合は，適切な措置を講じるとと

もに，直ちに市長へ報告してください。 

  (５) 許可に付した条件を変更又は追加することがあります。 

 ３ その他許可に付した条件 
 
 
 
 
備考 
 1 この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から

起算して3か月以内に，福岡市長に対して審査請求をすることができます。 
 2 この処分については，上記1の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の

翌日から起算して6か月以内に，福岡市を被告として(訴訟において福岡市を代表する
者は福岡市長となります。)，処分の取消しの訴えを提起することができます。なお，
上記1の審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁
決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 

 3 ただし，上記の期間が経過する前に，この処分(審査請求をした場合には，その審査
請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は，審査請求を
することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正当な理
由があるときは，上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には，その審査請求に
対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をす
ることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



様式第4号 

埋 立 不 許 可 通 知 書                
 

年  月  日   
 

   住 所 

   氏 名 

福岡市長            
 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第４条第１項の規定に基づき，

    年  月  日付けで申請のあった土砂埋立て等については，下記の理由によ

り許可できませんので，通知します。 
 

記 
 

 １ 許可申請があった土砂埋立て等 

着手年月日            年   月   日 

完了年月日            年   月   日 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 
（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  
（         m2） 

 ２ 許可しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考 
 1 この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から

起算して3か月以内に，福岡市長に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分については，上記1の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の

翌日から起算して6か月以内に，福岡市を被告として(訴訟において福岡市を代表する

者は福岡市長となります。)，処分の取消しの訴えを提起することができます。なお，

上記1の審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 

 3 ただし，上記の期間が経過する前に，この処分(審査請求をした場合には，その審査

請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は，審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正当な理

由があるときは，上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には，その審査請求に

対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をす

ることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



様式第5号 

（第一面） 

 

変更許可申請書（第   回）                
 

年  月  日   
 

   （宛先）福岡市長 

申請者              

住 所            

（フリガナ）           

氏 名        印   

生年月日            

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第８条第１項本文の規定によ

り，関係図書を添えて土砂埋立て等の変更の許可を申請します。 

 

 １ 変更しようとする土砂埋立て等及び理由 

許可年月日          年   月   日 

許可番号          年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

変更予定年月日          年   月   日 

変更の理由  

 

 ２ 変更内容 

項 目 変 更 前 変 更 後 

許
可
事
業
主 

住所又は事務所の所在地   

氏名又は名称   

法人の場合の代表者   

電話番号   

着手年月日     年  月  日     年  月  日 

完了年月日     年  月  日     年  月  日 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市  区 福岡市  区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 
（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  
（      m2） 

m2  
（      m2） 

土砂埋立て等を行おうとする土
砂の量 

ｍ3  ｍ3  

土砂埋立て等を行おうとする高
さ 

ｍ  ｍ  

 



（第二面） 

土砂埋立て等の最大たい積時及
び完了時の土地の形状 

  

排水施設その他土砂災害の発生
を防止するための措置 

  

施

工

者 

住所又は事務所の所在地   

氏名又は名称   

現場責任者   

電話番号   

なお，施工者は，福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第
６条各号に掲げる基準に適合していることを誓約します。 

土砂埋立て等の目的   

土砂埋立て等の方法   

土砂の搬入元   

搬入する土砂の地質   

設

計

者 

住所又は事務所の所在地   

氏名又は名称   

法人の場合の代表者   

電話番号   

土砂埋立て等の着手前に設置す
る排水施設その他土砂災害の発
生を防止するために行う措置の
内容 

  

同上の事前工事の開始日 年  月  日 年  月  日 

その他の変更   

 備考 １ 申請者（許可事業主。以下同じ。）は，「住所」，「氏名」，「フリガナ」及び
「生年月日」を記載してください。 

    ２ 申請者，施工者及び設計者が法人の場合は，その名称，事務所の所在地及び
代表者の氏名を記載してください。また，申請者が法人の場合は，役員名簿の
記載をしてください。 

    ３ 変更しようとする事項のみ記載してください。 
    ４ 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則第６条に規

定する図書（同規則別表第２に掲げる書面及び別表第３に掲げる図面並びにそ
の他市長が必要と認める図書）のうち，変更許可を受けようとする部分に係る
変更後の図書を添付してください。 

    ５ 福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例施行規則第８条第１
項に規定する軽微な変更のみの場合は，同規則様式第８号の土砂埋立て等変更
届を提出してください。 

    ６ 収集した個人情報については，当該事務に関して警察本部への照会確認にの
み使用し，その他の目的には一切使用しません。 



（第三面） 

役 員 名 簿                

 （法人名          ）  該当する性別・年号を○で囲んでください。   

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
性別 住 所 生年月日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

 ※ 役員全員を記載すること。 

 

 



様式第6号 

変 更 許 可 書 （ 第   回 ）                

 

年  月  日   
 

   住 所 

   氏 名 

福岡市長            
 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第８条第１項の規定に基づき，

    年  月  日付けで変更申請のあった土砂埋立て等については，次のとおり

変更を許可します。 
 

記 
 

 １ 変更を許可する土砂埋立て等 

許可年月日            年   月   日 

許可番号            年度 第    号 

 ２ 変更する事項 

 

 

 

 ３ 変更許可に付した条件（共通事項） 

  (１) 申請内容（許可に付した条件がある場合は，その条件）及び福岡市土砂埋立て等

による災害発生の防止に関する条例その他関係法令の規定を遵守してください。 

  (２) 排水施設その他土砂災害の発生を防止するための措置が必要な場合は，土砂埋立

て等に先行して行ってください。 

  (３) 土砂埋立て等の前に工事を行う場合は，事前に，福岡市土砂埋立て等による災害

発生の防止に関する条例施行規則第10条に規定する標識を設置してください。 

  (４) 土砂災害が発生し，又は発生するおそれがある場合は，適切な措置を講じるとと

もに，直ちに市長へ報告してください。 

  (５) 許可に付した条件を変更又は追加することがあります。 

 ４ その他変更許可に付した条件 

 

 

 

 

備考 
 1 この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から

起算して3か月以内に，福岡市長に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分については，上記1の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の

翌日から起算して6か月以内に，福岡市を被告として(訴訟において福岡市を代表する

者は福岡市長となります。)，処分の取消しの訴えを提起することができます。なお，

上記1の審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 

 3 ただし，上記の期間が経過する前に，この処分(審査請求をした場合には，その審査

請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は，審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正当な理

由があるときは，上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には，その審査請求に

対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をす

ることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



様式第7号 

変 更 不 許 可 通 知 書                
 

年  月  日   
 

   住 所 

   氏 名 

福岡市長            
 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第８条第１項の規定に基づき，

    年  月  日付けで変更申請のあった土砂埋立て等については，下記の理由

により変更を許可できませんので，通知します。 
 

記 
 

 １ 変更申請があった土砂埋立て等 

許可年月日            年   月   日 

許可番号            年度 第    号 

 

 ２ 許可しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から

起算して3か月以内に，福岡市長に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分については，上記1の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の

翌日から起算して6か月以内に，福岡市を被告として(訴訟において福岡市を代表する

者は福岡市長となります。)，処分の取消しの訴えを提起することができます。なお，

上記1の審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 

 3 ただし，上記の期間が経過する前に，この処分(審査請求をした場合には，その審査

請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は，審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正当な理

由があるときは，上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には，その審査請求に

対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をす

ることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



様式第8号 
（表） 

土 砂 埋 立 て 等 変 更 届                
年  月  日   

   （宛先）福岡市長 
届出者               
住 所             

（フリガナ）            
氏 名         印   
生年月日             

福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第８条第３項の規定により，
次のとおり届け出ます。 

 １ 変更しようとする土砂埋立て等及び理由 

許可年月日      年  月  日 

許可番号      年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

変更（予定）年月日     年   月   日 

変更の理由  

 ２ 変更内容 

項 目 変更前 変更後 

許
可
事
業
主 

氏名又は名称   

住所又は事務所の所在地   

法人の場合の代表者   
電話番号   

着手年月日    年  月  日    年  月  日 

完了年月日    年  月  日    年  月  日 

施

工

者 

氏名又は名称   

住所又は事務所の所在地   

法人の場合の代表者   
現場責任者   
電話番号   
 なお，施工者は，福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第
６条各号に掲げる基準に適合していることを誓約します。 

その他の変更  

備考 １ 届出者（許可事業主。以下同じ。）は，「住所」，「氏名」，「フリガナ」及び
「生年月日」を記載してください。 

２ 届出者，施工者が法人の場合は，その名称，事務所の所在地及び代表者の氏
名を記載してください。また，届出者が法人の場合は，役員名簿の記載をして
ください。 

３ 変更しようとする事項のみ記載してください。 
４ 収集した個人情報については，当該事務に関して警察本部への照会確認にの
み使用し，その他の目的には一切使用しません。 



 

（裏） 

役 員 名 簿                

 （法人名          ）  該当する性別・年号を○で囲んでください。   

役職名 
（フリガナ） 

氏 名 
性別 住 所 生年月日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

  
男・女 

 明・大・昭・平 

    年 月 日 

 ※ 役員全員を記載すること。 



様式第9号 

土砂埋立て等承継承認申請書                

 

年  月  日   

 

   （宛先）福岡市長 

 

申請者                

事務所の所在地           

名称                

代表者の氏名        印   

 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第９条第１項の規定により，

埋立許可に基づく地位を承継したいので，その承認を申請します。 

許可事業主 

（
事務所の所在地
名称
代表者の氏名 ） 

 

許可年月日          年   月   日 

許可番号          年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 

（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  

（             m2） 

承継の理由  

承継を要する事実の発生年月日          年   月   日 

 備考 次の図書を添付してください。 

    １ 許可事業主から当該土砂埋立て等に係る事業を承継したことを証する書面 

    ２ 合併後又は分割後の法人の登記事項証明書 

    ３ その他市長が必要と認める図書 



様式第10号 

土 砂 埋 立 て 等 承 継 承 認 書                

 

年  月  日   

 

   事務所の所在地 

   名称 

   代表者の氏名 

 

福岡市長            

 

      年  月  日付けで申請のあった埋立許可を受けた地位の承継については，

次のとおり承認しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 承継を承認する土砂埋立て等 

許可事業主 

（
事務所の所在地
名称
代表者の氏名 ） 

 

許可年月日          年   月   日 

許可番号          年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 

（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  

（             m2） 

 

 ２ 留意事項 

   承継する土砂埋立て等に当たっては，許可事業主又はその者から承継した者の申請

事項及び埋立許可に付された条件に従ってください。 



様式第11号 

土砂埋立て等承継不承認通知書                

 

年  月  日   

 

   事務所の所在地 

   名称 

   代表者の氏名 

 

福岡市長            

 

      年  月  日付けで申請のあった埋立許可を受けた地位の承継については，

下記の理由により承認されませんでしたので，通知します。 

記 

 １ 承継の承認の申請をした土砂埋立て等 

許可事業主 

（
事務所の所在地
名称
代表者の氏名 ） 

 

許可年月日          年   月   日 

許可番号          年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 

（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  

（             m2） 

 

 ２ 承認しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から

起算して3か月以内に，福岡市長に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分については，上記1の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の

翌日から起算して6か月以内に，福岡市を被告として(訴訟において福岡市を代表する

者は福岡市長となります。)，処分の取消しの訴えを提起することができます。なお，

上記1の審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 

 3 ただし，上記の期間が経過する前に，この処分(審査請求をした場合には，その審査

請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は，審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正当な理

由があるときは，上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には，その審査請求に

対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をす

ることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



様式第12号 

土 砂 埋 立 て 等 承 継 届                

 

年  月  日   

 

   （宛先）福岡市長 

 

届出者             

住 所            

氏 名        印   

 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第９条第３項の規定により，

埋立許可に基づく地位を承継するので届け出ます。 

許可事業主 

（住所
氏名） 

 

許可年月日          年   月   日 

許可番号          年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 

（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  

（             m2） 

承継の理由  

相続開始年月日          年   月   日 

 備考 許可事業主から当該土砂埋立て等に係る事業を相続したことを証する書面を添付

してください。 



様式第13号 

120センチメートル以上  

土砂埋立て等の許可に関する標識 

 

福岡市許可番号   年度第    号  

許可年月日    年  月  日  

９０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 

（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  

（              m2） 

事前工事の開始年月日           年   月   日 

着手年月日           年   月   日 

完了年月日           年   月   日 

許可した者 福岡市長 

許可事業主 

住所 

氏名 

電話番号 

 

土砂埋立て等区域及び周辺の

状況を示す見取図 

 

施工者 

住所 

氏名 

電話番号 

 

現場責任者 

住所又は社名 

氏名 

電話番号 

 

その他特記事項  

 注意事項 

  １ この標識は，白地に黒書きとし，見やすいものとすること。 

  ２ この標識は，風雨等のため容易に破損し，又は倒壊しない材料及び構造により作

成するとともに，文字等が雨などにより不鮮明にならない塗料等を使用すること。 

  ３ この標識は，下端と地面との間が地平から50㎝以上になるように設置すること。 



様式第14号 

土 砂 埋 立 て 等 着 手 届                

 

年  月  日   

 

   （宛先）福岡市長 

 

許可事業主           

住 所            

氏 名        印   

 

  土砂埋立て等に着手しましたので，福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関す

る条例第12条の規定により届け出ます。 

許可年月日        年 月 日           

許可番号        年度 第     号 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等の着手年月日        年 月 日           

土砂埋立て等の着手前に設置し

た排水施設その他土砂災害の発

生を防止するために行った措置

の内容 

 

 備考 許可事業主が法人の場合は，その名称，事務所の所在地及び代表者の氏名を記載

してください。 



様式第15号 

土 砂 埋 立 て 等 状 況 報 告 書                

 

年  月  日   

 

   （宛先）福岡市長 

 

許可事業主           

住 所            

氏 名        印   

 

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第13条の規定により，次のと

おり報告します。 

許可年月日 年 月 日           

土砂埋立て等の許可番号 年度 第     号 

着手年月日 年 月 日           

完了年月日 年 月 日           

報告に係る期間 年  月  日～   年  月  日 

土砂埋立て等区域の土地の位置 福岡市   区 

土砂埋立て等区域の土地の面積 

（うち土砂埋立て等を行う面積） 

m2  

（              m2） 

許可を受けた土砂埋立て等の土

砂の量 
ｍ3  

報告期間の前日までにたい積し

た土砂の量 
ｍ3  

報告期間中にたい積した土砂の

量 
ｍ3  

報告期間の前日における土砂埋

立て等の高さ 
ｍ  

その他参考となる事項  

 

 備考 １ 許可事業主が法人の場合は，その名称，事務所の所在地及び代表者の氏名を

記載してください。 

    ２ 次の図書を添付してください。 

     (１) 報告期間の末日前１週間以内に撮影した土砂埋立て等区域の写真 

     (２) その他市長が必要と認める図書 



様式第16号 

土砂埋立て等完了（廃止）届                

年  月  日   

   （宛先）福岡市長 

許可事業主           

住 所            

氏 名        印   

  福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第14条の規定により，次のと

おり届け出ます。 

 

許可年月日 年   月   日 

許可番号 年度 第    号 

土砂埋立て等区域の土地の
位置 

福岡市   区 

土砂埋立て等の完了（廃

止）年月日 
年   月   日 

廃止の場合は，その理由  

 

 備考 １ 許可事業主が法人の場合は，その名称，事務所の所在地及び代表者の氏名を

記載してください。 

    ２ 土砂埋立て等の完了時又は廃止時の次の図書を添付してください。 

     (１) 土砂の量を計算した書類 

     (２) 確定測量図 

     (３) 平面図及び断面図（縦断図及び横断図） 

     (４) 土砂埋立て等区域の写真 

     (５) その他市長が必要と認める図書 



様式第17号 

（表） 

 第     号 

 

 

証 明 書 

 

 

所 属           

氏 名           

 

 上記の者は，福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例第16条に規

定する立入検査の権限を有するものであることを証明する。 

 

      年  月  日 

 

福 岡 市 長        印  

 

（裏） 

福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例（抜粋） 

 （立入検査） 

第16条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，事業主又は

施工者の事務所，土砂埋立て等区域その他その業務を行う場所に立ち入り，土砂

埋立て等の状況，施設，帳簿，書類その他の物件を検査させ，又は関係人に質問

させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，当該業務に従事する職員であること

を証する証明書を携帯し，関係人の請求があったときは，これを提示しなければ

ならない。 

３ 第１項の立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

ない。 

 （罰則） 

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は，20万円以下の罰金に処する。 

 (１) 略 

 (２) 略 

 (３) 第16条第１項の規定による立入検査を拒み，妨げ，忌避し，又は虚偽の答弁

をした者 
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